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第１章 研究の背景 

 

１．インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進に関わる施策動向 

障害者の権利に関する条約第 24 条（教育）によれば、「インクルーシブ教育システム」

（inclusive education system）とは、人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び

身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可

能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであり、障害のあ

る者が一般的な教育制度（general education system）から排除されないこと、自己の生

活する地域において初等中等教育の機会が与えられること、個人に必要な「合理的配慮」

が提供されることが必要とされている。 

我が国は、障害者の権利に関する条約に 2007 年（平成 19 年）９月に署名し、本条約の

批准に向けて障害者基本法の一部改正（平成 23 年）、学校教育法施行令の一部改正（平成

25 年）、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の制定（平成 25 年）等の一連の

法整備と制度改革を進め、2014 年（平成 26 年）１月に本条約を批准した。 

障害者基本法の一部改正（平成 23 年）では、障害のある児童生徒の教育の充実に関して、

国及び地方公共団体が、可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生

徒と共に教育を受けられるよう配慮することや、障害者である児童及び生徒並びにその保

護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、可能な限りその意向を尊重することが加え

られた。 

2012 年（平成 24 年）には、中央教育審議会初等中等教育分科会により「共生社会の形

成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）」が示さ

れ、インクルーシブ教育システム構築のために特別支援教育を着実に進めていくこと、障

害のある子どもと障害のない子どもが、できるだけ同じ場で共に学ぶことを追求すること、

個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて教育的ニー

ズに最も的確に応える指導を提供できる多様で柔軟な仕組みを整備すること等が打ち出さ

れた。 

学校教育法施行令の一部改正（平成 25 年）では、障害のある児童生徒の就学先決定の仕

組みが改められた。一定程度の障害のある児童生徒の就学先決定について、特別支援学校

への就学を原則とし、例外的に小・中学校への就学を可能としていた従前の仕組みから、

市町村教育委員会が個々の障害の状態等を踏まえ、総合的な観点から就学先を決定する仕

組みに改めた。その際、本人・保護者の意向を可能な限り尊重することとした。さらに、

障害の状態等の変化を踏まえた転学、視覚障害者等による区域外就学、保護者及び専門家

からの意見聴取の機会の拡大等について規定が整備された。加えて、学校教育法施行規則

の一部を改正する省令（平成 28 年）により高等学校における通級による指導が制度化され、

平成 30 年度から運用されている。 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年）では、国の行政機関や地

方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」の禁止とともに、国の行政
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機関や地方公共団体等による「合理的配慮の不提供」の禁止が定められており、平成 28

年４月１日に施行された。 

平成 29 年には、上記の動向を踏まえた形で学習指導要領が改訂され、全ての教職員が特 

別支援教育の目的や意義について十分に理解することが不可欠であるとして特別支援教育

に関する内容の充実が図られた。具体的には、小・中学校学習指導要領では、個々の児童

生徒の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を組織的かつ継続的に行うことと

し、各教科等の学習指導要領には、障害のある児童生徒等の「困難さ」に対する「指導上

の工夫の意図」と「手立て」が例示された。また、特別支援学級に在籍する児童生徒や通

級による指導を受ける児童生徒については、個別の教育支援計画と個別の指導計画を全員

作成することが明記された。 

障害者基本計画（第４次）（内閣府，2018）の「Ⅲ 各分野における障害者施策の基本的

な方向 ９．教育の振興」においては、誰もが可能な限り共に教育を受けられる仕組みを整

備することが取り上げられ、個別の教育支援計画及び個別の指導計画の活用を通じた全て

の学校における特別支援教育の充実が掲げられている。 

共生社会の形成を展望したインクルーシブ教育システム構築・推進に向けた取組を進展

させることが、学校現場に求められている。 

 

２．インクルーシブ教育システム構築・推進に関わる学校現場の課題 

（１）インクルーシブ教育システム構築・推進に向けた取組の方向性 

 「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推 

進」の報告（中央教育審議会初等中等教育分科会，2012）では、共生社会の形成に向けた 

インクルーシブ教育システムの理念の構築のためには、特別支援教育は必要不可欠なもの 

であると明示している。 

「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議」（2021）では、特別支援教育

を巡る状況の変化を踏まえ、インクルーシブ教育システムの理念を構築し特別支援教育を

発展させていくために、連続性のある多様な学びの場の一層の充実・整備、各学びの場に

おける各教科等の学習の充実と学びの連続性を実現するための方向性として、「障害のある

子供の学びの場の整備・連携強化」、「特別支援教育を担う教師の専門性の向上」、「ICT 利

活用等による特別支援教育の質の向上」、「関係機関の連携強化による切れ目ない支援の充

実」を掲げている。 

 各学校において、教育上特別な支援を必要とする子供に対する教育支援体制を構築する

ために、文部科学省（2017）は職務ごとに果たすべき役割についてまとめた「発達障害を

含む障害のある幼児児童生徒に対する教育支援体制整備ガイドライン－発達障害等の可能

性の段階から、教育的ニーズに気付き、支え、つなぐために－」を作成した。本ガイドラ

インには、教育委員会、学校長、特別支援教育コーディネーター、通常の学級担任、通級

による指導の担当者及び特別支援学級担任、養護教諭、特別支援学校を含む外部専門家、

そして、保護者に期待される役割がまとめられており、チームとして学校全体で特別支援
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教育に取り組む必要性が示されている。全ての学校・全ての学級に特別支援教育が根付く

ことにより、インクルーシブ教育システムの構築・推進が図られていく。 

 

（２）インクルーシブ教育システムに対する教師の負担感や不安感 

インクルーシブ教育システム構築のために取り組むべき課題は、国や教育機関、また、

教育現場の特定の担当者が単独で推し進めるものではなく、国や自治体、園・学校の各機

関が連携・連動して実施することが求められる。しかしながら、学校現場に目を向けると、

教職員のインクルーシブ教育システムに対する認知の低さや学校全体の組織的な取組に至

っていないといった問題が報告されている。 

例えば、藤井（2014；2019）は、教職員を対象に実施した調査からインクルーシブ教育

システムに関する認知度の低さを明らかにし、我が国が掲げるインクルーシブ教育システ

ムに対する理念や具体的な方策について、教員や保護者をはじめ関係者によるコンセンサ

スが得られていない（藤井，2019）ことを指摘し、意識向上に向けた取組の必要性を述べ

ている。また、牟田・安藤・是永・月森・木下（2016）は、インクルーシブ教育システム

の推進のための必要条件として、「学校全体の取組」、「校長による推進」の必要性を挙げて

いるが、実際は組織的な取組に至っていないと認識していることを報告している。このよ

うに、学校現場においては、インクルーシブ教育システムに対する認識とそれを踏まえた

上での学校全体での共通理解が十分に進んでいないことがうかがえる。 

学校全体としての取組を阻む要因には、教職員のそれに対する負担感や不安感の影響が

示唆されている。上野・中村（2011）は、インクルーシブ教育システムの必要性を感じな

がらも、学校現場には不安感や負担感が大きいと指摘している。小・中学校の教員を対象

に特別支援教育の対象である子供への指導に対する負担感について調査した秋山（2004）

は、両校ともに９割以上の教員が特別支援教育対象の子供への指導に対して負担を感じて

おり、その負担感は指導経験の有無に因らないことを明らかにしている。また、高橋・河

村（2019）は、教員の多岐にわたる専門性の確保と学校全体の専門性の確保が明記され、

これらの事象に向かうことになる教員は、仕事量の増加や質の変化に対応することになる

と述べている。こうした状況に対して工藤（2017）は、教員の現状の多忙さを踏まえれば、

インクルーシブ教育システムが付加されることによる教員の負担増は看過できるものでは

ないとし、インクルーシブ教育システムについてその主たる担い手である教員がどのよう

に感じているかを把握することが重要であると言及している。 

海外では、教員のインクルーシブ教育システムに対する態度や意識、あるいは懸念や効

力感が、その進展の成否に影響するという考え方から、インクルーシブ教育システムに対

する教員の内的な側面に着目した研究が行われている。具体的には、教員ないしは教員志

望者のインクルーシブ教育に対する態度（Moberg, 1997；Moberg & Savolainen,2003）、

意識、感情を測定する尺度（Forlin, Earle, Loreman, Sharma，2011）、インクルーシブ教育

を実践するに際しての教員の自己効力感を測定する尺度（Sharma, Loreman, Forlin，2012）

が作成されている。こうした尺度の使用を通して教員のインクルーシブ教育システムに対
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する意識や理解、そして、障害や特別な支援を要する子供たちへの向き合い方を把握する

ことができる。 

インクルーシブ教育システムに対する肯定的な意識には、それに関連する知識と経験の

有無が関与している。高橋・五十嵐・鶴巻（2014）は、障害のある子供の指導経験が豊富

な者は、インクルーシブ教育システムの実施に対して積極的な態度を保持しているとして

いる。また、小島・吉利・石橋・平賀・片岡・是永・丸山・水内（2011）は、特別支援教

育の経験のある教員、特別支援学校教諭免許、特別支援教育に関する研修受講、通常の学

級での特別な教育的支援を必要とする子供の担任経験のある教員は、特別支援教育に対す

る関心、理解と技能が高く、研修の必要性も認識していることを報告している。さらに、

福島・清水(2016)は、発達障害のある人との具体的な接し方や対応方法等を理解するには、

その基盤となる基本的な知識が必要になり、基本的な知識が定着していなければ、発達障

害のある人との実際の関わりを想定した主体的な場面について流動的な判断しかできず、

主観的なイメージや偏った理解が誘発されることを危惧している。 

一方、工藤（2017）は、教員のインクルーシブ教育システムに対する理解には知識だけ

ではなく、この教育に対する各教員の向き合い方（考え方・関わり方等）も含まれている

として、単にインクルーシブ教育システムの教員の知識の均質化が目指す方向ではなく、

各教員のインクルーシブ教育システムに関する「向き合い方のベクトル」を調整すること

が必要であると述べている。具体的には、教科担任制である中学校と高等学校では、授業

に関連する内容において各教員間のコンセンサスが学級担任制である小学校よりも得にく

い環境にあること、反面、小学校では学級担任が学習・生活の全般を指導することが多い

ため、各学級で特別支援教育を推進しやすいものの問題が見えにくくなる（水野，2019）

といった状況がある。したがって、学級経営の在り方等の各学校種の特色を考慮しながら、

各教員のインクルーシブ教育システムに対する不安感や懸念、負担感の解消に努め、教員

一人ひとりが自分のこととして考え、実践する雰囲気を作っていくこと（上野・中村，2011）

が必要である。 

 

３．「インクル COMPASS」の役割と意義 

（１）インクルーシブ教育システム構築の取組状況を把握する指針の必要性 

Nes（2009）は、「最小限の基本的な価値観を共有することなしに、インクルーシブな学

校を開発することは難しい」と強調している。この主張を踏まえると、各地域や各園・学

校が、さらには、教職員一人ひとりがインクルーシブ教育システムについて共通理解する

ことなしには、インクルーシブ教育システムの構築は成し得ないであろう。したがって、

インクルーシブ教育システムの構築に向けて、どのような取組が必要であるのかを共通理

解し、どのような方向性で取組を進めていけば良いのかがわかる、つまり、見通しをもっ

てインクルーシブ教育システムを構築・推進していくことのできる指標が必要である。取

組の方向性や見通しが具体化されることにより、前述した教職員のインクルーシブ教育シ

ステムに対する負担感や不安感を払拭することにつながると考えられる。 
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「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推

進」（2012）では、学校が取り組むべき課題の今後の進め方について、「施策を短期（「障

害者の権利に関する条約」批准まで）と中長期（同条約批准後の 10 年間程度）に整理した

上で、段階的に実施していく必要がある」としている。このことからも長期的な視点をも

ち、持続的に取組を進めるためには、現状把握のもと目指すべき今後の方向性を見出すた

めの指針が必要である。 

 

（２）国内外におけるインクルーシブ教育システムの指標 

インクルーシブ教育システムの進捗状況を確認する指標としては、海外ではイギリスの

Booth & Ainscow（2016）によって作成された「インクルージョンの指標（Index for Inclusion）」

がある。「Index for Inclusion」は数回にわたって改訂されており、現在、第４版が刊行され

ている。「Index for Inclusion」は各国語に翻訳され、広く流布している。また、イギリス（イ

ングランド）では、当時の教育省が 2001 年に「Index for Inclusion」の初版を全校に配布し

た後に、各地域（例えば、リーズ、バーミンガム、ヨーク等）がこれに基づいて独自にイ

ンクルーシブ教育の質的評価や自己評価のための枠組みや基準を作成している（国立特別

支援教育総合研究所，2018）。こうした海外の指標は、インクルーシブ教育システムを推進

する上で必須となる視点の参考となるが、我が国で使用する指標の検討・作成にあたって

は、当然のことながら我が国の施策を踏まえることが必要となる。 

国全体としてインクルーシブ教育システムが構築されていくためには、そのビジョンを

具現化していくための到達目標の設定や進捗管理等、システムに関する段階的な指標が必

要になる（国立特別支援教育総合研究所，2016）。我が国で、インクルーシブ教育システム

の構築に向けた地域や園・学校における体制づくりに関する観点や視点、重視すべき事項

を示しているものとしては、韓・矢野・米水（2015a）;2015b)）が開発した「インクルーシ

ブ教育評価尺度（IEAT）」、国立特別支援教育総合研究所（2016）が作成した「学校におけ

る体制づくりのガイドライン（試案）」、そして、同研究所（2020）が作成・提案した幼稚

園・保育所・認定こども園、小・中学校・高等学校、特別支援学校のインクルーシブ教育

システム構築の取組状況を把握する「インクル COMPASS」がある。 

以降では、幼稚園・保育所・認定こども園、小・中学校、高等学校、特別支援学校を対

象とした「インクル COMPASS」の作成趣旨とその役割について概説する。 

 

（３）「インクル COMPASS」とは 

「インクル COMPASS」は、教育委員会、幼稚園、小・中学校・高等学校、特別支援学

校を対象に実施したインクルーシブ教育システムの構築に関する全国実態調査の結果（国

立特別支援教育総合研究所，2017）や、我が国のインクルーシブ教育システムに関する法

制度や答申及び通知等を踏まえて作成した地域や園・学校がインクルーシブ教育システム

の構築・推進に向けて主体的に取り組むための手がかりとなるものである。 

「インクル COMPASS」では、各観点に示されている項目（詳細は後述する）が全て達
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成されることを目標としたり、園・学校が到達度を点数化・評点化したりするのではなく、

インクルーシブ教育システムの構築に向けて実施している取組の現状を把握し、課題や今

後の方向性を見出して主体的に取り組むことができることを目的としている。この趣旨が

教育現場で正確に認識されるように、ツールの名称を「インクルーシブ教育システムを推

進し、主体的取組を支援するための観点（Components for promoting inclusive education system 

and assisting proactive practice）」（略称、「インクル COMPASS」）と命名した。 

国立特別支援教育総合研究所では、平成 28 年度から「インクル COMPASS」（この前駆

として当初の名称は、「評価指標」）の作成に着手した。教育委員会や園・学校を対象とし

た調査（国立特別支援教育総合研究所，2017）で寄せられた指標に対する要望（「課題解決

に役立つもの」、「学校がインクルーシブ教育システムについて理解し展開できるもの」、「イ

ンクルーシブ教育システムを進めていくために教育活動の方向性を示すもの」）を反映する

形で検討を重ね、園・学校用「インクル COMPASS」を提案した。 

以降では、園・学校用「インクル COMPASS」のコンセプトと構成、また、教育現場に

おける使用方法とその意義について述べる。 

 ①「インクル COMPASS」のコンセプトと役割 

 我が国では、共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築のための特別

支援教育の推進についての基本的な考え方に基づきながら、地域と園・学校がそれぞれの

実情に即して取組を進めていくことが求められている。このため、「インクル COMPASS」

の役割は、インクルーシブ教育システム構築の進捗について他地域や他校の取組と比較す

るためのものではなく、各々（地域や園・学校）の取組の状況を把握し、課題を踏まえて

今後の取組の方向性を見出すことができるものであることが望まれる。 

 Nes（2009）は、「最小限の基本的な価値観を共有することなしに、インクルーシブな学

校を開発することは難しい」ため、「指標を用いることで学校が目指している価値を明確に

し、教師もそれを自覚できる」と述べている。このため、「インクル COMPASS」は、地域

や園・学校、さらには教師一人ひとりが、インクルーシブ教育システムについて共通理解

するためのツールとして機能することが期待される。 

国立特別支援教育総合研究所（2020）では、教育委員会や園・学校が何のために「イン

クル COMPASS」を使用するのか、その目的が明確になるようにコンセプトを示した（表

１－１）。具体的には、「インクル COMPASS」全体を通じての「共通コンセプト」、教育委

員会と園・学校それぞれの役割と立場の違いを考慮した「教育委員会コンセプト」と「園・

学校コンセプト」を設定した。 
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表１－１ 「インクル COMPASS」のコンセプト（令和元年度研究時点） 

                                         

【共通コンセプト】 

教育委員会、園・学校がインクルーシブ教育システム構築に向けて、それぞれが実施し

ている取組の現状を把握し、課題や今後の方向性を見出すことのできるものとする。 

【教育委員会】 

域内の各園・各学校の取組の状況を把握することによって、域内のインクルーシブ教育

システムの構築に関わる施策を検討するための資料として使用する。 

【園・学校】 

自校（自園）のインクルーシブ教育システムの構築を一層推進するために、現在の取組

状況を把握し、その結果を踏まえて今後、取り組むべきことを検討する際のヒントが得ら

れるものとする。また、現状を振り返ることで、自校（自園）の強みや課題を確認するこ

とができるものとする。 

                                           

 

②園・学校用「インクル COMPASS」の構造と使用方法 

園・学校用「インクル COMPASS」（以下、「園・学校用」と記す）は、「幼稚園・認定こ

ども園・保育所用」、「小・中学校、高等学校用」、「特別支援学校用」の３種類があり、い

ずれも７つの観点（①体制整備、②施設・設備、③教育課程、④指導体制、⑤交流及び共

同学習、⑥移行支援、⑦研修）で構成されている。「特別支援学校用」については、地域の

特別支援教育のセンター的機能の役割が求められているため、その機能を果たすために必

要な内容を各観点の項目に位置付けている（表１-２）。 

「インクル COMPASS」には、各観点の項目のチェック結果を一覧で俯瞰できる「ナビ

ゲーションシート」を設けている。ナビゲーションシートには、７つの観点の各項目のチ

ェック結果である「インクルーシブ教育システムの構築状況」と、それを踏まえて今後、

「重点的に取り組む方策」を記入する形式になっている。 

 「園・学校用」のチェックにあたっては、特別支援教育コーディネーター（以下、CO）

と管理職（学校長、副校長、教頭）が主として行う場合や、これらメンバーのチェック後

に関係する分掌等の担当者が加わって協議したり、あるいは校内研修会の場を活用して全

教職員と結果を共有したりするケース等もある。組織的にインクルーシブ教育システムの

構築に取り組んでいくためには、教職員の意識向上が不可欠である。このため、個人によ

るチェックに終始するのではなく、複数人で確認し合ったり協議したりすることを通して

自校（自園）の取組状況に対する理解が深まると考えられる（国立特別支援教育総合研究

所，2020）。このことは、学校全体でインクルーシブ教育システムについて共通理解し、教

職員一人ひとりがその構築と推進の役割を担っていることを自覚する上でも重要である

（国立特別支援教育総合研究所，2020）。 
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表１-２ 園・学校、特別支援学校用「インクル COMPASS」の観点と項目内容 

 

観点 

各項目 

幼稚園・認定こども園・保育所 小・中学校、高等学校 特別支援学校 

１． 

体制整備 

1-1.園内の支援に係る体制 

整備 

1-2.周囲の幼児及び保護者の 

理解推進 

1-3.地域への理解・啓発 

1-4.管理職のリーダーシップ 

に基づく園経営 

1-1.校内の支援に係る体制 

整備 

1-2.周囲の児童生徒及び保護 

者の理解推進 

1-3.地域への理解・啓発 

1-4.管理職のリーダーシップ 

に基づく学校経営 

1-1.センター的機能を発揮 

するための体制整備 

1-2.地域への理解・啓発 

1-3.地域の関係機関との連携

のための体制整備 

1-4.管理職のリーダーシップ

２． 

施設・ 

設備 

2-1.バリアフリー施設・設備

の整備 

2-2.合理的配慮の提供に関 

する施設・設備の整備 

2-3.教育支援機器の整備 

2-4.教室配置及び既存の教室 

の活用 

2-1.バリアフリー施設・設備 

の整備 

2-2.合理的配慮の提供に関す 

る施設・設備の整備 

2-3.教育支援機器の整備 

2-4.教室配置及び既存の教室 

の活用 

2-1.校内環境のバリアフリー

化 

2-2.卒業生や保護者、地域の

人々への施設・設備の 

活用 

2-3.教育支援機器等の整備・

活用 

３． 

教育課程 

3-1.教育課程の編成・実施 3-1.特別の教育課程の編成 

3-2.特別の教育課程の実施 

3-1.自立活動の指導の充実 

3-2.学びの連続性の重視 

４． 

指導体制 

4-1.指導体制の整備・充実 

4-2.地域の関係機関の連携 

4-3.幼児及び保護者の理解 

推進 

4-1.指導体制の整備・充実 

4-2.地域の関係機関の連携 

4-3.児童生徒及び保護者の 

理解推進 

4-1.外部専門家や関係機関 

との連携 

５． 

交流及び 

共同学習 

5-1.交流及び共同学習の実施 

のための具体的な取組 

5-2.障害のある人との交流と 

理解・啓発 

5-1.交流及び共同学習の実施 

のための具体的な取組 

5-2.障害のある人との交流と 

理解・啓発 

5-1.交流及び共同学習の推進

のための具体的な取組 

5-2.地域への理解・啓発 

６． 

移行支援 

6-1.就学支援システムづくり 6-1.就学支援システムづくり 

6-2.就労支援システムづくり 

6-1.就学・転学に係る相談・

助言 

７． 

研修 

7-1.園内における専門性の 

向上のための取組 

7-2.園内における研修の実施 

7-3.校外研修を活用した理解 

・専門性の向上 

7-1.校内における専門性の 

向上のための取組 

7-2.校内における研修の実施 

7-3.校外研修を活用した理解 

・専門性の向上 

7.1.センター的機能を発揮 

するための組織としての

専門性の向上 

7-2.校内研修による専門性の

向上 

7-3.園、小・中学校、高等学

校等に対する研修の実施

する研修の実施・協力 
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③「インクル COMPASS」の使用意義 

国立特別支援教育総合研究所（2020）は、園・学校が「インクル COMPASS」を使用す

る意義として以下の３点を挙げている。 

a.自校（自園）の課題を確認することができる 

「インクル COMPASS」を実施した園・学校からは、共通して自校（自園）のインクル

ーシブ教育システムの現状と課題が明らかになること、また、課題が明らかになることで

重点的に取り組んでいかなければいけないことを確認できたり、焦点化できたりする手が

かりとなる。ただし、課題の確認においては、取組の実施の有無による二者択一的な課題

の洗い出しに留まるのではなく、取組が質的に深まっているのかを振り返ることも重要で

ある。このような視点をもって取組を振り返ることにより、見出された課題に対してこれ

からどのように取り組んでいけば良いのか、その方向性が明確になり、より良い実践につ

なげていくための具体的な改善策が図られていく。 

b.自校（自園）の強みを自覚することができる 

「インクル COMPASS」は、そのコンセプトが示すように課題だけではなく、「強み」を

確認することも意図している。「インクル COMPASS」のチェックを通じて、子供との関わ

りや日常の実践で大切にしていること等が整理でき、それによって自校（自園）の強みを

あらためて自覚することができる。 

「インクル COMPASS」といった統一された観点でインクルーシブ教育システムの現状

を捉え直すことにより、自校（自園）の取組の価値を再確認できる。課題ばかりに注目す

ると、なかなか取組は進みにくい。しかし、強みを認識し、それを活かす、さらに伸長さ

せていくといった視点をもつことによって、前向きにインクルーシブ教育システムの構築

に取り組むことができると考えられる。 

c.自校（自園）の本質的な課題を見出し、取組の方向性を明確にすることができる 

「インクル COMPASS」では、取組に優先順位をつけるため、これから取り組むべきこ

とが焦点化・明確化される。これは、インクルーシブ教育システムの構築に向けて、何か

ら取り組めば良いかがわからない時に特に役立つ。また、インクルーシブ教育システムの

構築に向けて取り組んでいこう（取り組んでいきたい）と考えている事柄があっても、な

かなかそれに着手できない場合がある。そうした場合に、「インクル COMPASS」のチェッ

ク結果を基に協議を通じてさらに課題を掘り下げることで根本的な課題を見出すことが可

能となる。「インクル COMPASS」は、本質的な課題を見出すためにも有効である。 

 

国立特別支援教育総合研究所（2020）では、「インクル COMPASS」の意義を踏まえて、

園・学校での「インクル COMPASS」の使用方法についても提案している。具体的には、

校内（園内）研修会の企画の参考や校内（園内）研修用教材、校内（園内）委員会での検

討資料や学校経営計画（学校経営方針）等の検討資料、特別支援学校での校内連携のため

のツールとしての活用である。こうした取組を通じて、園・学校の教育理念や運営方針に

インクルーシブ教育システムの考えを浸透させ、特別支援教育の推進に向けた組織的かつ
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実際的な取組へと進展していくことが望まれる。 

ただし、インクルーシブ教育システムを機能させるためには、学校内だけでなく、学校

を含むコミュニティ内でインクルーシブ教育システムの実践に関する認識を高めること、

すべての関係者と協力して取り組むことが必須条件である（Forlin・川合・落合・蘆田・樋

口，2014）。これには、教育行政の側面から地域内での取組を支える教育委員会の役割が重

要となる。 

次節では、園・学校のインクルーシブ教育システム構築・推進を支えるための教育委員

会の役割について言及する。 

                                 （柳澤 亜希子） 

 

４．学校等のインクルーシブ教育システム構築・推進を支える教育委員会の役割 

インクルーシブ教育システムの構築においては、園・学校での取組と共に、それを支え

る教育委員会の役割は非常に大きい。 

教育委員会においては、管下の園・学校におけるインクルーシブ教育システム構築の諸

課題を解決していくための支援を実施し、地域としての体制整備を進めることが重要であ

る。 

例えば、本章の第２節でも、インクルーシブ教育システム構築における園や学校の課題

として、教職員の同システムに関する意識や認識の向上、同システムに関わる専門性の向

上、園・学校の組織としての取組等が挙げられているが、教育委員会は、こうした課題の

解決を図るための支援を実施することが重要である。 

 当研究所における平成 28 年度～平成 29 年度基幹研究（横断的研究）「我が国におけるイ

ンクルーシブ教育システムの構築に関する総合的研究」の一環として実施した、インクル

ーシブ教育システム構築の現状に関する調査（国立特別支援教育総合研究所，2017）では、

教育委員会に対して、選択肢を挙げて、インクルーシブ教育システム構築に向けての課題

について回答を求めている。その結果では、都道府県教育委員会、政令指定都市教育委員

会、それ以外の市町村教育委員会が共通して、「教員の意識」、「教員の専門性」を課題とし

て挙げている割合が高かった。また、それぞれの教育委員会別でみると、都道府県教育員

会では「管理職のリーダーシップ」、政令指定都市教育委員会では「特別支援教育コーディ

ネーター」、それ以外の市町村教育委員会では、「スタッフの配置」、「保護者の理解」、「校

内の体制整備」を課題として挙げている割合が高かった。 

 こうした結果から、教育委員会としてもインクルーシブ教育システム構築に関する教員

の意識や専門性については、課題だと考えている場合が多いことが分かる。また、市町村

教育委員会では、都道府県教育委員会や政令指定都市教育委員会とは異なり、スタッフの

配置、保護者の理解、校内の体制整備を課題と考えている場合が多いなど、それぞれの教

育委員会での役割の違いに応じた課題を挙げているのではないかと推察される。 

 各教育委員会では、こうした課題の認識のうえ、地域の実情に応じてインクルーシブ教

育システム構築に向けての役割を果たしているものと考えられる。例えば、教員の意識や
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専門性に関することでは、教育委員会が、インクルーシブ教育システムについての理解を

向上させるためのリーフレットやガイドブック、同システムに関する研修のための資料等

を Web 上に掲載して、広く理解を求めている例も散見される。 

また、市町村教育委員会が課題として挙げた割合が高かったスタッフの配置、保護者の

理解、校内の体制整備についても、課題であるとともに、教育委員会が果たすべき役割と

して重要なものであると言える。 

以下、教育委員会の役割について、より全般的に、国による資料（中央教育審議会初等

中等教育分科会，2012；文部科学省，2017；内閣府，2018）に基づいて述べる。 

まず、教育委員会は、学校設置者として、インクルーシブ教育システム構築のための特

別支援教育の推進に関する基本的な計画を策定するなどして、各園・学校における教育支

援体制や施設設備の更なる整備・充実等に努めることが重要である。 

そのためには、インクルーシブ教育システム構築に関わる域内の状況を、適切に把握す

ることが必要である。域内の障害のある子供や特別な支援を要する子供の全般的な状況、

各園・学校での、これらの子供に対する指導、支援の状況や、それを進めるための学校の

支援体制の状況、施設設備の整備状況などを把握し、必要な支援を実施していくことが必

要である。 

また、園・学校の体制整備を進めていくためには、すべての教員が、特別支援教育に関

する一定の知識・技能を有していることが求められることから、教育委員会は、教員の特

別支援教育に関する専門性の向上を図る取組も大切である。また、特別支援学校の教員に

ついては、特別支援教育の専門性を更に高めるとともに、教科教育の専門性もバランス良

く身に付けることができるよう支援することが大切である。こうした専門性の向上のため

に、域内の教員に対して、特別支援教育やインクルーシブ教育システムに関わる研修の機

会を提供したり、巡回相談を実施したり、特別支援学校教員に対しては特別支援学校教諭

免許状の取得率の向上を図るなどの取組が必要である。 

発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する教育相談の充実を図ることも重要であ

るが、教育委員会では、各学校において専門家による指導・助言等の相談支援が受けられ

るよう、巡回相談員の配置、専門家チームの設置及び特別支援学校のセンター的機能の充

実に必要な措置等を行うことが必要である。 

インクルーシブ教育システム構築に関わる重要な教育活動への支援としては、交流及び

共同学習の推進や、キャリア教育と就労支援の充実を図ること等が挙げられる。前者は、

障害のある子供が、障害のない子供と共に学ぶ仕組として、共生社会の実現につながるも

のであり、後者は、障害のある生徒の卒業後の自立と社会参加を促進するものである。 

さらに、地域の体制整備として、教育委員会は、域内の子供の適切な就学を図ることが

重要である。市町村教育委員会は、子供の障害の状態や保護者の意向について十分に把握

を行いながら、就学相談を進め、適切な就学の場を決定することが重要である。都道府県

教育委員会は、市町村教育委員会による就学先決定を支援するため、市町村教育委員会が

単独では、就学相談のための専門家を確保することが難しい場合に、専門家を派遣するな
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ど、就学先決定に関わる相談・助言機能を強化していくことが重要である。 

また、教育委員会では、地域のインクルーシブ教育システムの構築のため、特別支援教

育の主管課のみならず、高等学校や義務教育等の主管課との連携のもとに、取組を進める

必要がある。さらに、都道府県レベル及び市町村レベルでの教育、医療、保健、福祉、労

働の関係部局・機関との連携協力を円滑にするためのネットワークを構築する必要がある。 

 なお、都道府県教育委員会と市町村教育委員会は、前述の就学における役割のように、

インクルーシブ教育システムの構築に向けて役割が異なる部分があることから、それぞれ

に固有の役割を担い、かつ連携して取り組むことが必要である。 

（金子 健） 
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